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毎金曜日 自宅前 8:30まで 

毎日曜日 集積所12:30まで 

 

 第５３回 成瀬が丘自治会 定期総会報告  
 

１．岡庭会長 挨拶  
 

令和元年度の区長、班長、役員の皆様、一年間大変お疲れ様でした。皆様のご協力をもちまして本
年度の事業計画をすべて無事終了することができました。大変ありがとうございました。 

今年度は、厚生部の「やきいも会」を新たな行事として取り組み、広報部の２色刷“自治会広報”
やチラシ等は自治会の広報活動に大いに貢献したと思います。特別委員会として取り組んだ自治会館
二次改修工事も、町田市の補助金を一年繰り上げて受給でき、今年度に完了することができました。 

南地区内では「町田市町内会・自治会連合会」、「南地区協議会」に参加し、小川高校の避難施設に
ついては周辺自治会と協力して「開設マニュアル」を作成するとともに相互の連携を強め合いました。 

各事業につきまして会員並びに役員の皆様の絶大なるご理解ご協力に心から感謝を申し上げます。 
新型コロナウイルスの感染が進む中、皆で協力してこの危機を乗り越え、今年が少しでも良い年に

なりますように、自治会もこの変化に果敢に挑戦した後に記憶に残る年にして行きたいと思います。 
 

２．代議員による書面上の採決  
 
本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特例措置として４月度役員会の決定を以って

恒例の「集会による定期総会」に代えて「代議員の書面上の採決による定期総会」を実施しました。 
代議員の皆様には総会資料とともに配布した「第５３回定期総会採決用紙」を、班長・区長経由で

４月２２日（水）までに提出いただき、下記の各議案に対する採決をお願いいたしました。 
回収後の集計結果を下記の通りご報告いたします。       <採決用紙は P.4 に参考添付> 

 

１）総会の成立 
代議員数：８７  採決用紙提出：８６  （回収率：９８．９％） 
【規則１１】第１条３項に基づき、構成員の３分の２以上を超えて本総会は成立いたしました。 

 

２）各議案の承認 
【自治会規約】第２２条に基づき、下記の各議案は全議案過半数の承認をいただき承認されました。 

 

議 案 議  案  名 承 認 否 認 

第１号議案 平成３１/令和元年度事業報告 ８６ ０ 

第２号議案 平成３１/令和元年度会計報告及び監査報告 ８６ ０ 

第３号議案 令和２年度役員改選について ８６ ０ 

第４号議案 令和２年度事業計画（案） ８５ １ 

第５号議案 第３回「なるせがおかアート展」の開催 ８４ ２ 

第６号議案 令和２年度会計予算（案） ８６ ０ 

※各議案の詳細は「第５３回定期総会資料」をご覧ください。 

成瀬が丘自治会広報 
令和２年 4 月３０日・令和２年度 第２号 

成瀬が丘自治会 発行    「自治会の活動資金」となります。 
ご協力をお願い致します。 

 

 

資源物回収日（雨天決行） 

４ 月 
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３）ご意見・ご質問等 
 採決用紙の「ご意見・ご質問等覧」に記入いただいた全内容を、原文通り以下に記載いたします。 
自治会からの返答が必要と思われるものには〔返答〕を記載しました。 
 
１丁目１区４班 清水照重様 
・これからも新型コロナによる自粛が続くと思われます。仮に５月の業務説明会が中止になっても、

区長、班長の業務説明内容を流れ図か文章形式で作成し配布すれば、各々の役割分担、手続き方法、
必要書類などが理解でき、活動が始められます。 

〔返答〕業務説明用の書類は準備していますが、新年度の役員・班長さんの顔合わせも大きな意味が
ありますので、出来るだけ説明会が行えるよう状況を見ながら準備して行きたいと考えています。 

・高齢化が進む中で班長は強制的に防犯 G に組み込まれます。有志で２０年間参加しパトロールの
意義と実態に矛盾を感じています。特に後期高齢者には事前に参加可否確認してください。 

〔返答〕例年、年初の防犯全体会議でパトロール参加の可否について確認させていただいています。 

１丁目１区５班 清水紀美子様 
・よろしくお願い致します。 

１丁目１区１０班 大野敏美様 
・自治会の行事をもう少しスリム化していただきたいと思います。班長の負担が大きく、特に高齢者

は退会される方もいます。私も次に班長が回って来る時は、お引き受けできる自信がありません。
ご検討の程、よろしくお願い致します。 

〔返答〕高齢化は大きな課題です。班長さんの負担を減らせるように考慮して進めてまいります。 

２丁目１区６班 山本金雄様 
・アート展は新コロナの影響もあり、来年度にした方が良いと考えます。（第５号議案 否認） 
〔返答〕ご指摘の通りの状況ですので、今後の推移を見ながら早期に開催可否の判断をいたします。 

３丁目１区２班 星野 實様 
・会館改修積立金会計の今年度の積立日が９月になっているのは何故。 

厳密には会計原則の（５）継続性の原則に抵触するのではない？ 
〔返答〕自治会館改修に際し、町田市の補助金受給が１年早まり工事が早まったことへの対応です。

実際には補助金を満額受給でき積立金は使用しておりません。 
積立時期変更は、会計処理方法や手続きの変更等継続性の原則に係わるものではないと考えます。 

３丁目１区５班 渡辺宏明様 
・自治会員数、班会開催件数が年々減っている。見通し無くジリ貧では？ 
・第４号議案 一般事項の １．２．目標施策は？ （第４号議案 否認） 
〔返答〕高齢化が進む中で、お子様と暮らすため転居するとか施設に入居するなどの理由で減少傾向

にあります。一方、新規転入者には町田市や不動産会社にも協力を依頼し積極的に加入を勧めてい
ますが、今後各区・班内の声掛けも進めて行きます。自治会加入数減少は町田全域の問題でもあり
ます。班会開催は防災上も重要と考え、今後も主催する班長さんへの協力依頼等を進めて行きます。 

・寄付制度→確定申告で使用可能とする。（現在町田ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ友の会への寄付は該当しています） 
〔返答〕現状でも寄付金や賛助金等には領収書を発行しており、個人店主や事業主は確定申告の際に

利用できます。自治会は限られた会費でギリギリ運営していますので、寄付は何時でも歓迎します。 
・老人パワーの活用 個人的にお困りの方で片付け掃除など、南四小信号での旗振り等々 
〔返答〕自治会活動として組織的に取り込めるところは今後検討して行きます。 
・班会 健康寿命を伸ばす活動も含めてはどうか？ 
（回答）班会を定例的に開催している班の事例紹介など、今後内容も含め活発化を進めて行きます。 

３丁目３区４班 谷津浩司様 
・（第５号議案 否認） 新型コロナが終息しないため 
〔返答〕ご指摘の通りの状況ですので、今後の推移を見ながら早期に開催有無の判断をいたします。 

３丁目３区１２班 小野寺裕子様 
・定期総会資料をわかりやすくまとめてくださりありがとうございます。全て承認させていただきま

す。毎月配布してくださる「成瀬が丘自治会広報」二色刷で、読みやすかったです。ありがとうご
ざいました。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

〔返信〕資料・広報をご覧いただきありがとうございます。これを励みに更に努力して参ります。 
 お気付きの点がありましたらドシドシご指摘ください。 
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３．令和２年度役員紹介  
 

第３号議案の新年度役員について、下記の通り紹介いたします。 
 

令和２年度役員 

役 職 名 氏  名 継 続・新 任 丁・区・班 

会   長 岡 庭
お か に わ

 清
きよし

 継   続 ３丁目３区２B 班 

副  会  長 広瀬
ひ ろ せ

 豊 一
とよかず

 継   続 ３丁目３区３班 

副  会  長 飯野
い い の

  敬冶
け い じ

 新   任 ２丁目１区６班 

総 務 部 長 楫
かじ

   良之
よしゆき

 新   任 ２丁目１区９班 

副 総 務 部 長 平塚
ひらつか

  一美
か ず み

 新   任 ３丁目２区４班 

会   計 落 合
お ち あ い

 隆
たかし

 継   続 ３丁目２区２班 

会   計 望月
もちづき

  克美
か つ み

 新   任 ２丁目２区１０班 

監   事 児玉
こ だ ま

  俊 一
しゅんいち

 継   続 ２丁目２区９班 

監   事 阿曽
あ そ

 健 市
けんいち

 継   続 １丁目１区１０班 

自治会館管理部長 瀧野
た き の

 敏 夫
と し お

 新   任 ３丁目２区１班 

ふれあい会館管理運営委員長 岡村
おかむら

  浩
ひろし

 新   任 ３丁目１区４班 

健康福祉部長 柴田
し ば た

 哲 郎
てつろう

 継   続 ２丁目１区７班 

自主防災部長 門谷
か ど た に

 廣
ひ ろ

茂
しげ

 継   続 ２丁目１区２班 

厚 生 部 長 本橋
もとはし

  正行
まさゆき

 新   任 ３丁目３区５班 

環 境 部 長 川田
か わ た

  和文
かずふみ

 新   任 ３丁目２区３班 

防犯交通部長 荒木
あ ら き

  雅
まさ

俊
とし

 新   任 ３丁目１区７班 

広 報 部 長 木内
き う ち

 康 弘
やすひろ

 継   続 １丁目１区１班 

広 報 部 長 倉地
く ら ち

  洋輔
ようすけ

 新   任 ２丁目２区５班 

一丁目一区 区長 小山
こ や ま

  茂邦
しげくに

 新   任 １丁目１区９班 

二丁目一区 区長 山田
や ま だ

  勝美
か つ み

 新   任 ２丁目１区３班 

二丁目二区 区長 市川
いちかわ

  豊
ゆたか

 新   任 ２丁目２区６班 

三丁目一区 区長 小田
お だ

  竜
たつ

哉
や

 新   任 ３丁目１区４班 

三丁目二区 区長 森井
も り い

  正佳
まさよし

 新   任 ３丁目２区８班 

三丁目三区 区長 深津
ふ か つ

  真
しん

吾
ご

 新   任 ３丁目３区２B 班 

 
 
 

４．集計結果の確認  
 
 特例の「代議員の書面上の採決による定期総会」開催の今回は、例年の総会議事録署名人に代わり、
代議員の中から下記の２氏に「第５３回定期総会採決用紙」の集計に対する立会いをお願いし、集計
が適正に行われたことを確認の上、署名押印いただきました。 
 
 

 

 

 

 

以上 
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<第５３回定期総会報告広報 参考添付> 

代議員各位 

第５３回定期総会書面採決のお願い 

２０２０年４月４日 

 成瀬が丘自治会 

会長 岡庭 清 

 

代議員の皆様には、お忙しいところ第５３回定期総会へのご協力大変ありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、会員の安全を第一に考え「第５３回定期総会」

の集会による開催が不可能と判断し、今年度だけの特例措置として“代議員の書面による採決”を

お願いすることが４月度役員会で承認されました。 

つきましては、同時に配布する「第５３回定期総会資料」をご覧いただき、各議案に対しご承認を

いただきたくお願い申し上げます。 

採決用紙の集計結果は、後日「定期総会報告広報」で公表させていただきます。 

（本採決用紙の配布と回収は、令和元年度区長・班長が行います） 

 

以上 

 

-----------------------------------------キ リ ト リ セ ン---------------------------------------- 

第５３回定期総会 書面採決用紙 

提出期限 ： 代議員→班長 ４/１７（金）、班長→区長 ４/２０（月）、区長→事務局 ４/２２（水） 

丁目    区    班   代議員名                   

議 案 議  案  名 承 認 否 認 

第１号議案 平成３１/令和元年度事業報告   

第２号議案 平成３１/令和元年度会計報告及び監査報告   

第３号議案 令和２年度役員改選について   

第４号議案 令和２年度事業計画（案）   

第５号議案 第３回「なるせがおかアート展」の開催   

第６号議案 令和２年度会計予算（案）   

 各議案に対し承認・否認の欄に〇印を記入ください。（記入のないものは承認と見なします） 

 

ご意見・ご質問等 

 
 


